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■悪質滞納者には厳しく対応
　本町では、滞納解消の対応としてあくまでも納税者との話し合いを基本としています。面談などで納税相談を
行い、一括で納税できない方には収入に応じた分割納付などの方法、疾病負傷などの時は一定期間納税を猶予す
るなどの方法により解決しています。
　一定の収入がありながら納入の約束を一方的に守らない、再三にわたる納付の要請に応じないなどの悪質滞納
者については、不動産、給与などの差押えを行ったり、国保税の滞納者へは、「短期保険証」、「資格証明書」（窓
口で一旦医療費全額を負担する）の交付などの厳しい対応をしています。

■釧路・根室広域地方税滞納整理機構
　釧路・ 根室管内の町村から引継がれた事案を、広範囲に調査し、預
金、給与や土地・ 建物などの財産を差押えて、公売などの処分を専門
に行っている組織です。
　本町においても、資力がありながら再三の催告に応じない、高額
の滞納があるなどの、一部の滞納者について、同機構へ引き継ぎを
行っています。
　平成23年度は同機構へ1,476万円の税額を引き継ぎ、うち377万円
が収納されました。（収納率25.5％）

■早めの相談を！
　特別な事情があり納付が困難な方は、お早めに相談してください。

平成23年度の町税の納付結果が次のとおり、まとまりました。

■問い合わせ／役場税務課納税係（１階⑨番窓口☎485-2111内線155）

■平成23年度課税分
　税目別収納額と割合（国保税を除く）

固定資産税
441,549千円
47%町民税

339,877千円
36%

たばこ税
74,101千円 8%

法人町民税 
56,156千円
6%

軽自動車税 15,463千円 1.6%
国有資産等交付金 
    6,029千円 1%

入湯税
3,887千円 0.4%　 

合　計
937,062千円

■平成23年度課税分
　町税の収納額と未納額（国保税を除く）

収納額
937,062千円
98.01%

未納額
19,035千円
1.99%

課税額計
956,097千円

■平成23年度課税分
　国保税収納額と未納額

収納額
319,814千円
94.89%

未納額
17,210千円
5.11%

課税額計
337,024千円

■平成22年度までの滞納分
　税目別収納額と割合（国保税を除く）

固定資産税
6,133千円
48%

町民税
5,833千円
46%

特別土地保有税
255千円 2%

法人町民税 260千円 2%
軽自動車税 303千円 2%

合　計
12,784千円

■平成22年度までの滞納分
　町税の収納額と未納額（国保税を除く）

収納額
12,784千円
15.71%

未納額
68,606千円
84.29%

課税額計
81,390千円

■平成22年度までの滞納分
　国保税収納額と未納額

収納額
12,827千円
13.27%

未納額
83,824千円
86.73%

課税額計
96,651千円

町道民税の特別徴収
（給与からの引去り）の

お願い
　釧路総合振興局と本町は、

町道民税の特別徴収（給与からの引去り）
を行っていない事業所（事業主）の
皆さんに実施のお願いをしております。

詳しい内容は、下記係へ
お問い合わせください。
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さ
く
ら
保
育
園
の
園
児
は
１
月

15
日
か
ら
、
幼
稚
園
の
園
児
は
１

月
16
日
か
ら
新
し
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園
舎
に
通
っ

て
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ま
す
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さ
く
ら
保
育
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は
、
１
才
児
・

２
才
児
用
の
乳
児
室
や
、
ほ
ふ
く

室
と
３
才
児
か
ら
５
才
児
ま
で
の

保
育
室
（
１
室
ず
つ
）、
一
時
保

育
室
な
ど
を
設
置
し
定
員
は
60

名
、
幼
稚
園
は
、
４
才
児
か
ら
５

才
児
ま
で
の
保
育
室（
１
室
ず
つ
）

を
設
置
し
、
定
員
は
70
名
と
な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
遊
戯
室
や
職
員
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な
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共
有
ス
ペ
ー
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に
な
り
ま
す
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こ
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園
舎
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に
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す
る
た

め
、
幼
稚
園
児
へ
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給
食
の
提
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や
、

幼
稚
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園
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間
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長
す
る
一

時
保
育
な
ど
の
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
も

始
め
ま
し
た
。
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　平成24年分所得税の確定申告の受け付けは、３月15日
㈮、消費税および地方消費税（個人事業者）の確定申告
の受付は４月１日㈪までです。
　期日間近になると、税務署は大変混雑しますので、確
定申告書は「前年の申告書控え」や「確定申告の手引き」
を参考に自分で作成し、早めに提出してください。
　確定申告書は、国税庁ホームページ【http://www.
nta.go.jp/】の「確定申告書等作成コーナー」でも作成
することができます。

　作成した確定申告書は、税務署への郵送などでも提出できます。
　また、役場では、所得税の確定申告相談を先月から実施しています。期限間近になると大変混雑し、長時間お
待ちいただくこともありますので、できるだけ次の地域指定日を利用してください。
■問い合わせ／役場税務課税務係（１階⑧番窓口☎485-2111内線154）

※悪天候により職員が会場に出向けない場合は、日を改めて対応します。上記へ問い合わせください。

月　　日 曜日 受 付 時 間 会　　場 対　象　地　域

３　
　
　

月

１日 金 午前９時30分〜午後２時 阿歴内公民館 阿歴内第１・５・６・７・西和・市街・沼の上
４日 月 午前９時30分〜午後２時 阿歴内公民館 上記以外の阿歴内
５日 火 午前９時30分〜午後２時 茶安別公民館 共和・下茶安別・中茶安別
６日 水 午前10〜11時 駒 ケ 丘 荘 駒ケ丘荘（予備日：悪天候であった地域）
７日 木 午前９時30分〜午後２時 役場大会議室 共和・下茶安別・中茶安別以外の茶安別
８日 金 午前９時30分〜午後２時 役場大会議室 オソツベツ
11日 月 午前９時30分〜午後２時 役場大会議室 ルルラン・栄・南標茶・北標茶・厚生
12日 火 午前９時30分〜午後２時 役場大会議室 五十石・茅沼・シラルトロ・多和・上多和
13日 水 午前９時30分〜午後３時 役場大会議室 全地域
14日 木 午前９時30分〜午後３時 役場大会議室 全地域
15日 金 午前９時30分〜午後３時 役場大会議室 全地域

平成24年分 申告相談日程表

忘れていませんか？

確定申告
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